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【【【【    ドルドルドルドル////円の年間変動率、円の年間変動率、円の年間変動率、円の年間変動率、「「「「43434343 年ぶり」大変動を記録年ぶり」大変動を記録年ぶり」大変動を記録年ぶり」大変動を記録    】】】】    
 
ドル/円の実勢相場が 145.90 円まで上昇したことを受け、今年の年間変動率が 28.16％へと達してきた
（注；10 月 11 日時点）。これは 1998 年の 27.70％を超える変動率で、実に 43 年ぶりの「歴史的大変動」に
なる。 
ちなみに、今回から遡ること 43 年前、1979 年の年間変動率は 28.8％。今年もまだ 2 ヵ月半ほどの時間を
残していると考えると、今後 1979 年も上回り、「変動相場制以降最大」の変動率を記録する可能性も否定
できないのかもしれない。 
 
◎◎◎◎「変動相場制以降で過去「変動相場制以降で過去「変動相場制以降で過去「変動相場制以降で過去最大最大最大最大」」」」も近い、ポンドも近い、ポンドも近い、ポンドも近い、ポンド////ドルも歴史的変動にドルも歴史的変動にドルも歴史的変動にドルも歴史的変動に    
 
当レターで「年間変動率」はよく取り扱うテーマ。前回は 9 月 14 日付でレポートしている。 
詳細はバックナンバーを参考にされたいが、そのなかで筆者は年初から 9 月 12 日時点までのドル/円変
動幅は 31.52 円、変動率は 27.4％とし、「1998 年以来 24 年ぶりの大変動」と報じていた。さらに続けて、
「計算上は今年の年内に 1998 年高値 147.64 円にとどかなくても、145 円を超え、145.50 円レベルまでの
上昇があれば変動率は一足早く『1998年超え』となる」－－と報じていたが、ドル/円が当時高値144.99円
から、レポートしたのちの 1 ヵ月で 1 円近く上昇したことで、まさに変動率の 1998 年超えが達成されたこと
になる。 
 
なお、1998 年の年間変動を超えた今年の変動率 28.16％は、筆者所有のデータによると、なんと 1979 年
の 28.8％以来、43 年ぶりの「歴史的大変動」だ。 
そして、今年と前回 1979 年の変動率はわずか 0.6％程度の差違しかすでに存在しない。もう少し説明を続
けると、ドル/円相場が年内に 146.80 円レベルまで値を上げれば、なんと変動率は 28.90％に。「変動相場
制以降最大」の変動率を今年更新することになる。 
 
そうした状況下、12 日のドル/円は 146 円台で回復する
など、さらにドル高が進行。9 月 22 日に政府・財務省が
円買い介入を実施した「円安シーリング」レベルも、当然
大きく超えている。そのため、当局の介入警戒感が強い
ことは確かながら、今後さらにドル高が進行してもまった
く不思議はないだろう。 
つまり、予断を許さないものの、今年のドル/円はヒョッと
して、「変動相場制以降最大」の変動率を更新すること
はまったく不思議ではないのかもしれない。年末まで、ド
ル/円の動意からは目の離せない状況が続きそうだ。 
 
一方、ポンドはここ 1 ヵ月ほど大荒れの展開で、先月末
には対ドルでは「パリティ（1 ポンド＝1 ドル）」割れを意識
する局面も観測されていた。それもあり、ポンド/ドルの
年間変動幅と同率が急上昇。過去の年間平均などを大
きく上回っただけでなく、ともに近年で大荒れの展開をた
どっていた 2016 年並みのレベルへと達している。 
ちなみに、2016 年はＥＵとの離脱交渉をめぐる懸念など
不透明感が漂うなか、10 月上旬に「ポンドが数十秒のあ
いだに 9％近く急落した」－－という、いわゆるフラッシュ
クラッシュをたどったことがいまでも記憶に鮮明だ。いず
れにしても、ドル/円の影に隠れてしまっているが、今年
はポンド/ドルも歴史に残る価格変動を記録していると言
えるかもしれない。（了） 
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